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(57)【要約】
【課題】シート上に表示された情報を被着体に貼着され
た状態から手間をかけずに分断して情報の漏洩を回避す
る。
【解決手段】情報が表示される貼付票１２が分離可能に
区画形成された伝票シート１０と、伝票シート１０の情
報が表示される面とは反対側の面に積層された擬似接着
層４０とを有し、貼付票１２は、貼付票１２の外縁上に
一方の端部を具備し、貼付票１２を横切る複数のスリッ
ト１３ａが形成されるとともに、貼付票１２の外縁に隣
接する領域に設けられ、複数のスリット１３ａの他方の
端部に当接し、カット部とタイ部とからなるミシン目１
４ｂによって貼付票１２から分離可能に区画形成された
分離部１５を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報が表示される情報表示部が分離可能に区画形成された第１のシートと、
　前記第１のシートの前記情報が表示される面とは反対側の面に積層された第１の接着層
とを有し、
　前記第１の接着層は、少なくとも前記情報表示部に対向する領域が、当該第１の接着層
によって基材または被着体に貼着された前記第１のシートの前記基材または被着体からの
剥離を可能とする構造を具備し、
　前記情報表示部は、
　当該情報表示部の外縁上に一方の端部を具備して当該情報表示部を互いに交差すること
なく延び、前記第１のシートを貫通して形成された複数の切り込み線と、
　当該情報表示部の外縁に隣接する領域に設けられ、前記複数の切り込み線の他方の端部
に当接する分離部とを有し、
　前記分離部は、カット部とタイ部とからなる切り離し線によって当該情報表示部から分
離可能に区画形成されている、情報保護ラベル。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報保護ラベルにおいて、
　前記基材として、前記第１の接着層によってその全面にて前記第１のシートに擬似貼着
され、前記第１のシートとの貼着面とは反対側の面に第２の接着層が積層された第２のシ
ートを有する、情報保護ラベル。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の情報保護ラベルにおいて、
　前記複数の切り込み線は、前記情報表示部における情報の印字方向とは非平行な方向に
延びている、情報保護ラベル。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報保護ラベルにおいて、
　前記第１の接着層は、前記分離部に対向する領域の接着力が、それ以外の領域の接着力
よりも弱い、情報保護ラベル。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報が表示されるラベルに関し、特に、表示される情報の漏洩を回避する技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報化社会の進展に伴い、個人情報の保護の重要性が高まっている。個人情報は
個人を特定する情報であることから、漏洩した場合に悪用されてしまう可能性が高い。こ
のような個人情報は、配送物が配送される際、配送物に貼着される配送ラベルに表示され
て用いられる場合があるが、その場合、配送物から剥離した配送ラベルの廃棄とともに個
人情報が漏洩する可能性が生じてしまう。
【０００３】
　ここで、基材の一部に先端部がＵ字状の切り取り線を形成し、被着体に貼着された状態
から、切り取り線の内側の領域を剥離部として基材から分離することで、基材の表面に表
示された個人情報を破壊して読み取りにくくする構成を有する宛名ラベルが特許文献１に
開示されている。この宛名ラベルを配送ラベルとして用いた場合、配送ラベルが貼着され
た配送物が配送先に届けられた後に、切り取り線の内側の領域を剥離部として基材から分
離することで、配送ラベルが、配送物から剥離される部分と配送物に貼着されたままとな
る部分とに分割される。それにより、個人情報が破壊されることになり、個人情報の漏洩
を回避することができる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５９３５４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、特許文献１に開示されたものは、配送物等の被着体に貼着された後に
剥離した際、被着体から剥離される部分と、被着体に貼着されたままとなる部分との複数
の領域に分割されるものである。そのため、被着体から剥離された状態においては被着体
にはラベルの一部が貼着されたままとなっており、被着体からラベルを完全に除去するに
は、ラベルの貼着されたままとなっている部分を剥離しなければならず、そのための手間
がかかってしまうという問題点がある。特に、被着体に貼着されたままとなっている部分
が複数の領域に分離されている場合、分離された複数の領域を１つずつ被着体から剥離し
なければならず、かなり煩雑な手間となってしまう。
【０００６】
　本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、
シート上に表示された情報を被着体に貼着された状態から手間をかけずに分断して情報の
漏洩を回避できる情報保護ラベルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明は、
　情報が表示される情報表示部が分離可能に区画形成された第１のシートと、
　前記第１のシートの前記情報が表示される面とは反対側の面に積層された第１の接着層
とを有し、
　前記第１の接着層は、少なくとも前記情報表示部に対向する領域が、当該第１の接着層
によって基材または被着体に貼着された前記第１のシートの前記基材または被着体からの
剥離を可能とする構造を具備し、
　前記情報表示部は、
　当該情報表示部の外縁上に一方の端部を具備して当該情報表示部を互いに交差すること
なく延び、前記第１のシートを貫通して形成された複数の切り込み線と、
　当該情報表示部の外縁に隣接する領域に設けられ、前記複数の切り込み線の他方の端部
に当接する分離部とを有し、
　前記分離部は、カット部とタイ部とからなる切り離し線によって当該情報表示部から分
離可能に区画形成されている。
【０００８】
　上記のように構成された本発明においては、第１の接着層によって基材または被着体に
貼着された第１のシートのうち情報表示部を第１のシートから分離して基材または被着体
から剥離した後、情報表示部の外縁に隣接する領域に設けられた分離部を、カット部とタ
イ部とからなる切り離し線を破断することで情報表示部から分離すると、情報表示部には
、情報表示部の外縁上に一方の端部を具備し、他方の端部が分離部に当接し、情報表示部
を互いに交差することなく延びた複数の切り込み線が形成されていることにより、情報表
示部が複数の切り込み線によって複数の領域に分離されることになり、情報表示部に表示
された情報が認識困難なものとなり、情報の漏洩が回避されることとなる。その際、情報
表示部は基材や被着体から完全に剥離されているため、基材や被着体に情報表示部の一部
が貼着されたままとなっていることがない。
【０００９】
　このように、被着体に貼着された情報表示部を基材または被着体から剥離し、その後、
情報表示部から分離部を分離するだけで、情報表示部が基材または被着体から完全に剥離
されるとともに、情報表示部が複数の領域に分離されることとなり、シート上に表示され
た情報を被着体に貼着された状態から手間をかけずに分断して情報の漏洩を回避できる。
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【００１０】
　また、基材として、第１の接着層によってその全面にて第１のシートに擬似貼着され、
第１のシートとの貼着面とは反対側の面に第２の接着層が積層された第２のシートを用い
、シート基材が２層構造となったラベルとしてもよい。
【００１１】
　また、複数の切り込み線が、情報表示部における情報の印字方向とは非平行な方向に延
びていれば、複数の切り込み線の間隔が広かったり、情報表示部に表示される情報の文字
の大きさが小さかったりした場合でも、情報表示部が切り込み線によって複数の領域に分
離した際に、情報表示部に表示された情報が認識困難なものとなる。
【００１２】
　また、第１の接着層の分離部に対向する領域の接着力が、それ以外の領域の接着力より
も弱ければ、情報表示部を第１のシートから分離して基材または被着体から剥離する際、
分離部を剥離開始端部とすることで基材または被着体から剥離しやすい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、第１のシートに分離可能に区画形成されて情報が表示される情報表示
部が、情報表示部の外縁上に一方の端部を具備し、情報表示部を互いに交差することなく
延びた複数の切り込み線を有するとともに、情報表示部の外縁に隣接する領域に設けられ
、複数の切り込み線の他方の端部に当接し、カット部とタイ部とからなる切り離し線によ
って情報表示部から分離可能に区画形成された分離部を有する構成としたため、第１の接
着層によって被着体に貼着された情報表示部を基材または被着体から剥離し、その後、情
報表示部から分離部を分離するだけで、情報表示部が基材または被着体から完全に剥離さ
れるとともに、情報表示部が複数の領域に分離されることとなり、シート上に表示された
情報を被着体に貼着された状態から手間をかけずに分断して情報の漏洩を回避できる。
【００１４】
　また、複数の切り込み線が、情報表示部における情報の印字方向とは非平行な方向に延
びているものにおいては、複数の切り込み線の間隔が広かったり、情報表示部に表示され
る情報の文字の大きさが小さかったりした場合でも、情報表示部が切り込み線によって複
数の領域に分離した際に、情報表示部に表示された情報を認識困難なものとすることがで
きる。
【００１５】
　また、第１の接着層の分離部に対向する領域の接着力が、それ以外の領域の接着力より
も弱ければ、情報表示部を第１のシートから分離して基材または被着体から剥離する際、
分離部を剥離開始端部とすることで基材または被着体から剥離しやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の情報保護ラベルの第１の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、
（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【図２】図１に示した配送ラベルが配送物に貼着されるまでの使用方法を説明するための
図である。
【図３】配送物の配送先に配送される際の配送ラベルの使用方法を説明するための図であ
る。
【図４】配送物の配送先に配送された後の配送ラベルの使用方法を説明するための図であ
る。
【図５】配送物の配送先に配送された後の配送ラベルの使用方法を説明するための図であ
る。
【図６】本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第２の実施の形態を示す図であ
り、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は伝票シートの裏
面の構成を示す図である。
【図７】本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第３の実施の形態を示す図であ
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り、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【図８】本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第４の実施の形態を示す図であ
り、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【図９】本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第５の実施の形態を示す図であ
り、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は伝票シートの裏
面の構成を示す図である。
【図１０】図９に示した配送ラベルが配送物に貼着されるまでの使用方法を説明するため
の図である。
【図１１】配送物の配送先に配送される際の配送ラベルの使用方法を説明するための図で
ある。
【図１２】配送物の配送先に配送された後の配送ラベルの使用方法を説明するための図で
ある。
【図１３】配送物の配送先に配送された後の配送ラベルの使用方法を説明するための図で
ある。
【図１４】本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第６の実施の形態を示す図で
あり、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は剥離シートの
構成を示す図である。
【図１５】図１４に示した配送ラベルが配送物に貼着されるまでの使用方法を説明するた
めの図である。
【図１６】図１４に示した配送ラベルが配送物に貼着されるまでの使用方法を説明するた
めの図である。
【図１７】配送物の配送先に配送される際の配送ラベルの使用方法を説明するための図で
ある。
【図１８】配送物の配送先に配送された後の配送ラベルの使用方法を説明するための図で
ある。
【図１９】配送物の配送先に配送された後の配送ラベルの使用方法を説明するための図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第１の実施の形態を示す図で
あり、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【００１９】
　本形態における配送ラベルは図１に示すように、伝票シート１０と中間シート２０とが
擬似接着層４０によって剥離可能に擬似貼着されているとともに、中間シート２０の伝票
シート１０との貼着面とは反対側の面に粘着剤層５０を介して剥離シート３０が剥離可能
に貼着された配送ラベル１であって、伝票シート１０と擬似接着層４０とによって本願発
明の情報保護ラベルが構成されている。
【００２０】
　伝票シート１０は、本願発明における第１のシートを構成し、配達票１１と貼付票１２
とがスリット１４ａを介して分離可能に区画形成されて構成されている。
【００２１】
　配達票１１には、この配送ラベル１が貼着されて配送される配送物の配送先の住所や氏
名等の宛先情報が印字される配送情報表示欄１１ａが設けられているとともに、配達票１
１を中間シート２０から剥離する際の剥離開始端部及び剥離方向を示す剥離開始マーク１
１ｂが貼付票１２に隣接する１つの角部に表示されている。
【００２２】
　貼付票１２には、この配送ラベル１が貼着されて配送される配送物の配送先の住所や氏
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名等の宛先情報が印字される配送情報表示欄１２ａが設けられているとともに、貼付票１
２を中間シート２０から剥離する際の剥離開始端部及び剥離方向を示す剥離開始マーク１
２ｂが、貼付票１２の端辺のうち配達票１１と貼付票１２との連接方向に延びる端辺に沿
う領域に表示されている。さらに貼付票１２には、伝票シート１０を貫通したミシン目１
４ｂ及び複数のスリット１３ａ，１３ｂが形成されている。スリット１３ｂは、２本設け
られ、この２本のスリット１３ｂは、貼付票１２の外縁上のうち剥離開始マーク１２ｂが
沿う第１の端辺上に一端を有し、そこから貼付票１２の外縁上のうち第１の端辺に対向す
る第２の端辺に向かって互いに交差することなく配送情報表示欄１２ａを挟んで並行して
延びることで貼付票１２を横切り、第２の端辺上に他端を有している。そして、この２本
のスリット１３ｂに挟まれた領域が、本願発明における情報表示部となる。ミシン目１４
ｂは、本願発明における切り離し線となるものであって、カット部とタイ部とから構成さ
れ、貼付票１２の外縁上のうち剥離開始マーク１２ｂが沿う第１の端辺に隣接する領域に
て第１の端辺に沿って２本のスリット１３ｂ間を延びて形成されている。スリット１３ａ
は、本願発明における切り込み線となるものであって、２本のスリット１３ｂによって挟
まれた領域において、貼付票１２の外縁となる第２の端辺上に一端を有し、そこからスリ
ット１３ｂに並行して互いに交差することなく並行して延び、他端がミシン目１４ｂに当
接している。そして、ミシン目１４ｂによって、分離部１５が貼付票１２の２本のスリッ
ト１３ｂに挟まれた領域から分離可能に区画形成されている。
【００２３】
　伝票シート１０の裏面に積層された擬似接着層４０は、本願発明における第１の接着層
を構成し、ニス層４２と接着剤層４１とが積層されて構成されており、ニス層４２が伝票
シート１０側となるようにして伝票シート１０に積層されている。
【００２４】
　中間シート２０は、本願発明における第２のシートを構成するものであって、擬似接着
層４０によって伝票シート１０に剥離可能に擬似貼着されている。中間シート２０の擬似
接着層４０とは反対側の面には、その全面に粘着剤が塗布されることで第２の接着層とな
る粘着剤層５０が積層され、この粘着剤層５０によって剥離シート３０が剥離可能に貼着
されている。なお、中間シート２０、粘着剤層５０及び剥離シート３０としては、中間シ
ート２０と剥離シート３０が粘着剤層５０を介して剥離可能に貼着されたタック紙を用い
ることが考えられる。
【００２５】
　剥離シート３０は、伝票シート１０及び中間シート２０よりも一回り大きな形状を有し
ている。
【００２６】
　以下に、上記のように構成された配送ラベル１の使用方法及びその際の作用について説
明する。
【００２７】
　図２は、図１に示した配送ラベル１が配送物に貼着されるまでの使用方法を説明するた
めの図である。
【００２８】
　図１に示した配送ラベル１を使用する場合は、まず、図２（ａ）に示すように、配送情
報表示欄１１ａ，１２ａに、この配送ラベル１が貼着されて配送される配送物の配送先の
住所や氏名等の配送情報１１ｃ，１２ｃが印字される。
【００２９】
　配送情報表示欄１１ａ，１２ａに配送情報１１ｃ，１２ｃが印字された後、中間シート
２０から剥離シート３０が剥離される。
【００３０】
　中間シート２０から剥離シート３０が剥離されると、中間シート２０に積層された粘着
剤層５０が表出し、表出した粘着剤層５０によって、図２（ｂ）に示すように配送ラベル
１が配送物２に貼着される。
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【００３１】
　このようにして配送ラベル１が貼着された配送物２は、配送情報表示欄１１ａ，１２ａ
に表示された配送情報１１ｃ，１２ｃに従って、配送物２の配送先に配送されていく。
【００３２】
　図３は、配送物２の配送先に配送される際の配送ラベル１の使用方法を説明するための
図である。図４は、配送物２の配送先に配送された後の配送ラベル１の使用方法を説明す
るための図である。図５は、配送物２の配送先に配送された後の配送ラベル１の使用方法
を説明するための図である。
【００３３】
　上記のように配送ラベル１が貼着された配送物２が配送先に配送されると、図３（ａ）
に示すように、配達票１１が配送ラベル１から分離される。配達票１１は、スリット１４
ａを介して貼付票１２と分離可能となっているとともに、伝票シート１０の裏面に積層さ
れた擬似接着層４０によって中間シート２０に剥離可能に貼着されていることで、剥離開
始マーク１１ｂに従って中間シート２０から剥離することができる。その際、配達票１１
と貼付票１２との境界のうち、剥離開始マーク１１ｂ側の端部に、剥離開始マーク１１ｂ
側の端部が配達票１１側に斜めに向いたカット部を有するジッパーをスリット１４ａの代
わりに設けておけば、配達票１１を配送ラベル１から分離する力が配達票１１側に向かっ
た場合でも、配達票１１の分離部分がスリット１４ａからずれて配達票１１が破断してし
まうことが回避される。
【００３４】
　中間シート２０から剥離された配達票１１は、配送業者によって持ち帰られて配送管理
に用いられる。
【００３５】
　このようにして、図３（ｂ）に示すように、配達票１１が配送物２から剥離されること
になる。
【００３６】
　その後、配送物２の配送先においては、配送物２のパッケージ等の外装を廃棄する際、
貼付票１２が配送ラベル１から分離される。貼付票１２は、伝票シート１０の裏面に積層
された擬似接着層４０によって中間シート２０に剥離可能に貼着されているとともに、貼
付票１２の外縁上のうち剥離開始マーク１２ｂが沿う第１の端辺上に一端を有し、そこか
ら貼付票１２の外縁上のうち第１の端辺に対向する第２の端辺に向かって互いに交差する
ことなく配送情報表示欄１２ａを挟んで並行して延び、第２の端辺上に他端を有する２本
のスリット１３ｂが形成されているため、図４（ａ）に示すように、スリット１３ｂに挟
まれて配送情報表示欄１２ａが含まれる領域を貼付票１２の他の領域から分離して中間シ
ート２０から剥離していくことができる。
【００３７】
　それにより、図４（ｂ）に示すように、貼付票１２のスリット１３ｂに挟まれた領域が
その一部が配送物２に残存することなく配送物２から全て剥離されることになる。
【００３８】
　配送物２から剥離した貼付票１２のスリット１３ｂに挟まれた領域は、複数のスリット
１３ａが互いに交差することなく並行して貼付票１２を横切るように形成されているため
、スリット１３ａに隣接する領域においては複数の領域が分離した状態となっているもの
の、全てのスリット１３ａの一端が分離部１５に当接していることで、図５（ａ）に示す
ように、一体となった状態となっている。
【００３９】
　その後、ミシン目１４ｂを破断することで分離部１５を貼付票１２のスリット１３ｂに
挟まれた領域から分離すると、貼付票１２のスリット１３ｂに挟まれた領域がスリット１
３ａによって複数の領域に分離されることになり、図５（ｂ）に示すように、貼付票１２
に表示された配送情報１２ｃが分断されて認識困難なものとなり、情報の漏洩が回避され
ることとなる。
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【００４０】
　このように、配送物２に貼着された貼付票１２のうち配送情報表示欄１２ａが含まれる
領域を配送物２から剥離し、その後、その配送物２から剥離された領域から分離部１５を
分離することで、貼付票１２の配送情報表示欄１２ａが含まれる領域が複数の領域に分離
されることとなり、貼付票１２の配送情報表示欄１２ａに表示された配送情報１２ｃを配
送物２に貼着された状態から手間をかけずに分断して情報の漏洩を回避できる。
【００４１】
　（第２の実施の形態）
　図６は、本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第２の実施の形態を示す図で
あり、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は伝票シート１
０の裏面の構成を示す図である。
【００４２】
　本形態における配送ラベルは図６に示すように、図１に示したものに対して、伝票シー
ト１０の裏面の構成が異なるものである。
【００４３】
　本形態の配送ラベル１０１においては、伝票シート１０の裏面に二種類のニス層４２ａ
，４２ｂが積層されている。ニス層４２ａ，４２ｂは、互いにニスの濃度が異なり、それ
により、伝票シート１０と中間シート２０とは擬似接着層４０によって剥離可能に貼着さ
れているものの、ニス層４２ａが積層された領域とニス層４２ｂが積層された領域とでは
、接着力が互いに異なるものとなっている。ニス層４２ｂは、伝票シート１０との積層面
において伝票シート１０の分離部１５を覆うように積層されており、ニス層４２ａは伝票
シート１０との積層面のそれ以外の領域全面に積層されている。そして、ニス層４２ａに
おけるニス濃度がニス層４２ｂにおけるニスの濃度よりも薄いことにより、擬似接着層４
０は、貼付票１２に対向する領域のうち、分離部１５に対向する領域の接着力がそれ以外
の領域の接着力よりも弱くなっている。
【００４４】
　上記のように構成された配送ラベル１０１においても、図１に示したものと同様にして
使用されることになるが、擬似接着層１４０が、貼付票１２に対向する領域のうち、分離
部１５に対向する領域の接着力がそれ以外の領域の接着力よりも弱いことで、図４（ａ）
に示したように分離部１５を剥離開始端部として貼付票１２のスリット１３ｂによって挟
まれた領域を中間シート２０から剥離する際、貼付票１２を中間シート２０から剥離しや
すくなる。
【００４５】
　（第３の実施の形態）
　図７は、本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第３の実施の形態を示す図で
あり、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【００４６】
　本形態における配送ラベルは図７に示すように、図１に示したものに対して、伝票シー
ト２１０に形成されたスリット２１３及びミシン目２１４ｂの形状が異なるものである。
【００４７】
　本形態の配送ラベル２０１においては、ミシン目２１４ｂが貼付票２１２の配達票１１
との連接方向の両端辺にその両端部を有しており、スリット２１３は、ミシン目２１４ｂ
から貼付票２１２の剥離開始マーク１２ｂが表示された端辺とは反対側の端辺に向かって
互いに交差することなく並行に形成されている。すなわち、本形態の配送ラベル２０１に
おいては、貼付票２１２の全体が本願発明における情報表示部となっている。
【００４８】
　上記のように構成された配送ラベル２０１においても、図１に示したものと同様にして
使用されることになるが、ミシン目２１４ｂが貼付票２１２の配達票１１との連接方向の
両端辺にその両端部を有しているとともに、スリット２１３が、ミシン目２１４ｂから貼
付票２１２の剥離開始マーク１２ｂが表示された端辺とは反対側の端辺に向かって互いに
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交差することなく並行して形成されていることにより、図４（ａ）に示したように貼付票
２１２を中間シート２０から剥離する際、貼付票２１２の全てが中間シート２０から剥離
されることになる。
【００４９】
　（第４の実施の形態）
　図８は、本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第４の実施の形態を示す図で
あり、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図である。
【００５０】
　本形態における配送ラベルは図８に示すように、図１に示したものに対して、伝票シー
ト２１０に形成されたスリット３１３及びミシン目３１４ｂの形状が異なるものである。
【００５１】
　本形態の配送ラベル３０１においては、貼付票３１２の配達票１１に隣接する１つの角
部に剥離開始マーク１２ｂが表示されており、その角部が分離部３１５となるようにミシ
ン目３１４ｂが形成されている。そして、スリット３１３は、一端がミシン目３１４ｂに
当接し、そこから互いに交差することなく放射状に延び、貼付票３１２の端辺上に他端を
有している。すなわち、本形態の配送ラベル３０１においては、貼付票３１２の全体が本
願発明における情報表示部となっている。
【００５２】
　上記のように構成された配送ラベル３０１においても、図１に示したものと同様にして
使用されることになるが、貼付票３１２を中間シート２０から剥離する際は、剥離開始マ
ーク１２ｂが表示された角部から貼付票３１２を剥離することになる。
【００５３】
　また、貼付票３１２を中間シート２０から剥離した後、ミシン目３１４ｂを破断して分
離部３１５を貼付票３１２から分離すると、貼付票３１２がスリット３１３によって複数
の領域に分離されることになり、貼付票３１２の情報表示欄１２ａに表示された配送情報
が分断されて認識困難なものとなるが、本形態においては、貼付票３１２に形成された複
数のスリット２１３が、貼付票３１２の剥離開始マーク１２ｂが表示された角部の近傍か
ら放射状に延び、貼付票３１２の端辺上に他端を有しているものであるため、複数のスリ
ット３１３のそれぞれは、貼付票３１２の情報表示欄１２ａにおける配送情報の印字方向
とは非平行な方向に延びていることになる。そのため、複数のスリット３１３の間隔が広
かったり、貼付票３１２の配送情報表示欄１２ａに表示される配送情報の文字の大きさが
小さかったりした場合でも、貼付票３１２がスリット３１３によって複数の領域に分離し
た際に、貼付票３１２の配送情報表示欄１２ａに表示された配送情報を認識困難なものと
することができる。なお、複数のスリット３１３が貼付票３１２の情報表示欄１２ａにお
ける配送情報の印字方向とは非平行な方向に延びた構成を実現するためには、複数のスリ
ット３１３が放射状に延びた形態とするものに限らず、複数のスリット３１３が、貼付票
３１２の情報表示欄１２ａにおける配送情報の印字方向とは直交する方向に延びた形態と
するものであってもよい。
【００５４】
　（第５の実施の形態）
　図９は、本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第５の実施の形態を示す図で
あり、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は伝票シート４
１０の裏面の構成を示す図である。
【００５５】
　本形態における配送ラベルは図９に示すように、図１に示したものに対して、伝票シー
ト４１０の構造及び裏面の構成が異なるものである。
【００５６】
　本形態における伝票シート４１０においては、配達票４１１がミシン目４１４ａによっ
て伝票シート４１０から分離可能に区画形成されているとともに、貼付票４１２の剥離開
始マーク１２ｂが表示された端辺に対向する端辺に沿ってミシン目１４ｄが形成され、配
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達票４１１と貼付票４１２との連接方向に直交する方向に延びたスリット４１３ａ，４１
３ｂが、ミシン目１４ｂとミシン目１４ｄとの間を互いに交差することなく並行して延び
て形成されている。また、ミシン目１４ｂと、スリット４１３ｂから延長して延びた２本
のミシン目１４ｃとによって分離部４１５が貼付票４１２から分離可能に区画形成されて
いる。
【００５７】
　伝票シート４１０の裏面には、その全面に粘着剤が塗布されることで粘着剤層５０が積
層され、さらに、ミシン目４１４ａによって分離可能となった配達票４１１を含む領域と
、２本のスリット４１３ｂと２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた領域を
含む領域とにおいて、粘着剤層５０上にシリコン層５１が積層されている。これら粘着剤
層５０とシリコン層５１とから、本願発明における第１の接着層が構成されている。
【００５８】
　このように構成された配送ラベル４０１においては、２本のスリット４１３ｂと２本の
ミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた領域から、本願発明における情報表示部が
構成されている。
【００５９】
　以下に、上記のように構成された配送ラベル４０１の使用方法及びその際の作用につい
て説明する。
【００６０】
　図１０は、図９に示した配送ラベル４０１が配送物に貼着されるまでの使用方法を説明
するための図である。
【００６１】
　図９に示した配送ラベル４０１を使用する場合は、まず、図１０（ａ）に示すように、
配送情報表示欄１１ａ，１２ａに、この配送ラベル４０１が貼着されて配送される配送物
の配送先の住所や氏名等の配送情報１１ｃ，１２ｃが印字される。
【００６２】
　配送情報表示欄１１ａ，１２ａに配送情報１１ｃ，１２ｃが印字された後、伝票シート
４１０から剥離シート３０が剥離される。
【００６３】
　伝票シート４１０から剥離シート３０が剥離されると、伝票シート４１０に積層された
粘着剤層５０が表出し、表出した粘着剤層５０によって、図１０（ｂ）に示すように配送
ラベル４０１が配送物２に貼着される。
【００６４】
　このようにして配送ラベル４０１が貼着された配送物２は、配送情報表示欄１１ａ，１
２ａに表示された配送情報１１ｃ，１２ｃに従って、配送物２の配送先に配送されていく
。
【００６５】
　図１１は、配送物２の配送先に配送される際の配送ラベル４０１の使用方法を説明する
ための図である。図１２は、配送物２の配送先に配送された後の配送ラベル４０１の使用
方法を説明するための図である。図１３は、配送物２の配送先に配送された後の配送ラベ
ル４０１の使用方法を説明するための図である。
【００６６】
　上記のように配送ラベル４０１が貼着された配送物２が配送先に配送されると、図１１
（ａ）に示すように、配達票４１１が配送ラベル４０１から分離される。配達票４１１は
、ミシン目４１４ａによって伝票シート４１０から分離可能となっているとともに、配達
票４１１の裏面には粘着剤層５０上にシリコン層５１が積層されていることで、配達票４
１１が配送物２に貼着されていない状態であることから、ミシン目４１４ａを破断するこ
とで配達票４１１を伝票シート４１０から分離することによって、配達票４１１を剥離開
始マーク１１ｂに従って配送物２から剥離することができる。
【００６７】
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　配送物２から剥離された配達票４１１は、配送業者によって持ち帰られて配送管理に用
いられる。
【００６８】
　このようにして、図１１（ｂ）に示すように、配達票４１１が配送物２から剥離される
ことになる。
【００６９】
　その後、配送物２の配送先においては、配送物２のパッケージ等の外装を廃棄する際、
貼付票４１２が配送ラベル４０１から分離される。本形態における貼付票４１２は、２本
のスリット４１３ｂと２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた配送情報表示
欄１２ａを含む領域が、伝票シート４１０から分離可能となっているため、この領域が配
送ラベル４０１から分離されることになる。貼付票４１２のうち２本のスリット４１３ｂ
と２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた領域は、ミシン目１４ｃ，１４ｄ
と２本のスリット４１３ｂとによって貼付票４１２から分離可能となっているとともに、
その裏面において粘着剤層５０上にシリコン層５１が積層されていることで、配送物２に
貼着されていない状態であることから、図１２（ａ）に示すように、ミシン目１４ｃ，１
４ｄを破断することで伝票シート４１０から分離することによって、剥離開始マーク１２
ｂに従って配送物２から剥離していくことができる。このように、本形態においては、粘
着剤層５０とシリコン層５１とからなる第１の接着層が、情報表示部となる２本のスリッ
ト４１３ｂと２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた領域の被着体となる配
送物２からの剥離を可能とする構造を有している。
【００７０】
　それにより、図１２（ｂ）に示すように、貼付票４１２のうち２本のスリット４１３ｂ
と２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた情報表示欄１２ａを含む領域が、
その一部が配送物２に残存することなく配送物２から全て剥離されることになる。
【００７１】
　配送物２から剥離されることで分離した貼付票４１２の分離領域は、複数のスリット４
１３ａが互いに交差することなく並行して貼付票４１２を横切るように形成されているた
め、スリット４１３ａに隣接する領域においては複数の領域が分離した状態となっている
ものの、全てのスリット４１３ａの一端が分離部４１５に当接していることで、図１３（
ａ）に示すように、一体となった状態となっている。
【００７２】
　その後、ミシン目４１４ｂを破断することで分離部４１５を貼付票４１２の分離領域か
ら分離すると、貼付票４１２の分離領域に含まれる配送情報表示欄１２ａがスリット４１
３ａによって複数の領域に分離されることになり、図１３（ｂ）に示すように、貼付票４
１２の配送情報表示欄１２ａに表示された配送情報１２ｃが分断されて認識困難なものと
なり、情報の漏洩が回避されることとなる。
【００７３】
　このように、配送物２に貼着された貼付票４１２の配送情報表示欄１２ａを含む領域を
配送物２から剥離し、その後、貼付票４１２の分離領域から分離部４１５を分離すること
で、配送情報表示欄１２ａを含む領域が複数の領域に分離されることとなり、貼付票４１
２に表示された配送情報１２ｃを配送物２に貼着された状態から手間をかけずに分断して
情報の漏洩を回避できる。
【００７４】
　（第６の実施の形態）
　図１４は、本発明の情報保護ラベルを利用した配送ラベルの第６の実施の形態を示す図
であり、（ａ）は表面図、（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は剥離シート
５３０の構成を示す図である。
【００７５】
　本形態における配送ラベルは図１４に示すように、図９に示したものに対して、伝票シ
ート４１０の裏面の構成と剥離シート５３０の構造が異なるものである。
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【００７６】
　本形態における伝票シート４１０は、その裏面の全面に粘着剤が塗布されることで粘着
剤層５０が積層されている。また、本形態の配送ラベル５０１においては、伝票シート４
１０に形成されたミシン目１４ｂ～１４ｄ，４１４ａ及びスリット４１３ａ，４１３ｂが
剥離シート５３０まで貫通している。剥離シート５３０は、ミシン目４１４ａを取り囲む
ように表裏貫通したスリット５３２ａが形成されるとともに、２本のスリット４１３ｂと
２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた領域を取り囲むように表裏貫通した
スリット５３２ｂが形成されている。これにより、剥離シート５３０には、配達票４１１
に対向する領域に分離部５３１ａが剥離シート５３０から分離可能に区画形成されている
とともに、２本のスリット４１３ｂと２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれ
た領域に対向する領域に分離部５３１ｂ，５３1ｃが剥離シート５３０から分離可能に区
画形成されている。本形態においては、粘着剤層５０と剥離シート５３０とから、本願発
明における第１の接着層が構成されている。なお、分離部５３１ｂ，５３１ｃは、ミシン
目１４ｂを介して連接しており、２本のスリット４１３ｂと２本のミシン目１４ｃとミシ
ン目１４ｄとで囲まれた領域のうち、貼付票４１２の分離部４１５に対向する領域が分離
部５３１ｃとなり、それ以外の領域が分離部５３１ｂとなっている。
【００７７】
　以下に、上記のように構成された配送ラベル５０１の使用方法及びその際の作用につい
て説明する。
【００７８】
　図１５及び図１６は、図１４に示した配送ラベル５０１が配送物に貼着されるまでの使
用方法を説明するための図である。
【００７９】
　図１４に示した配送ラベル５０１を使用する場合は、まず、図１５（ａ）に示すように
、配送情報表示欄１１ａ，１２ａに、この配送ラベル５０１が貼着されて配送される配送
物の配送先の住所や氏名等の配送情報１１ｃ，１２ｃが印字される。
【００８０】
　配送情報表示欄１１ａ，１２ａに配送情報１１ｃ，１２ｃが印字された後、伝票シート
４１０から剥離シート５３０が剥離される。
【００８１】
　その際、剥離シート５３０には、スリット５３２ａ，５３２ｂによって分離部５３１ａ
～５３１ｃ及びその周囲の領域が剥離シート５３０から分離可能に区画形成されているた
め、図１５（ｂ）に示すように、配達票４１１に対向する領域と、２本のスリット４１３
ｂと２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた領域とその周囲の領域において
、分離部５３１ａ～５３１ｃが剥離シート５３０から分離されて粘着剤層５０によって伝
票シート４１０に貼着されたままとなる。そして、分離部５３１ａ～５３１ｃとその周囲
の領域以外の領域にて表出した粘着剤層５０によって、図１６に示すように配送ラベル５
０１が配送物２に貼着される。
【００８２】
　このようにして配送ラベル５０１が貼着された配送物２は、配送情報表示欄１１ａ，１
２ａに表示された配送情報１１ｃ，１２ｃに従って、配送物２の配送先に配送されていく
。
【００８３】
　図１７は、配送物２の配送先に配送される際の配送ラベル５０１の使用方法を説明する
ための図である。図１８は、配送物２の配送先に配送された後の配送ラベル５０１の使用
方法を説明するための図である。図１９は、配送物２の配送先に配送された後の配送ラベ
ル５０１の使用方法を説明するための図である。
【００８４】
　上記のように配送ラベル５０１が貼着された配送物２が配送先に配送されると、図１７
（ａ）に示すように、配達票４１１が配送ラベル５０１から分離される。配達票４１１は
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、ミシン目４１４ａによって伝票シート４１０から分離可能となっているとともに、この
ミシン目４１４ａが配達票４１１の裏面に貼着された剥離シート５３０にも貫通して形成
されているため、配達票４１１の剥離開始マーク１１ｂに従ってミシン目４１４ａを破断
することで配達票４１１を伝票シート４１０から分離するとともに、ミシン目４１４ａに
よって剥離シート５３０から分離可能に区画形成された分離部５３１ａを剥離シート５３
０から分離することができる。
【００８５】
　配送物２から剥離された配達票４１１及び分離部５３１ａは、配送業者によって持ち帰
られて配送管理に用いられる。
【００８６】
　このようにして、図１７（ｂ）に示すように、配達票４１１が剥離シート５３０の分離
部５３１ａとともに配送物２から剥離されることになる。
【００８７】
　その後、配送物２の配送先においては、配送物２のパッケージ等の外装を廃棄する際、
貼付票４１２が配送ラベル５０１から分離される。本形態における貼付票４１２は、２本
のスリット４１３ｂと２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた配送情報表示
欄１２ａを含む領域が、伝票シート４１０から分離可能となっているため、この領域が配
送ラベル５０１から分離されることになる。貼付票４１２のうち２本のスリット４１３ｂ
と２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた配送情報表示欄１２ａを含む領域
は、ミシン目１４ｃ，１４ｄと２本のスリット４１３ｂとによって貼付票４１２から分離
可能となっているとともに、これらミシン目１４ｃ，１４ｄと２本のスリット４１３ｂが
、貼付票４１２の裏面に貼着された剥離シート５３０にも貫通して形成されているため、
図１８（ａ）に示すように、貼付票４１２の剥離開始マーク１２ｂに従ってミシン目１４
ｃ，１４ｄを破断することで、貼付票４１２のうち２本のスリット４１３ｂと２本のミシ
ン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた配送情報表示欄１２ａを含む領域を伝票シート
４１０から分離するとともに、ミシン目１４ｃ，１４ｄと２本のスリット４１３ｂによっ
て剥離シート５３０から分離可能に区画形成された分離部５３１ｂ，５３２ｂを剥離シー
ト５３０から分離していくことができる。このように、本形態においては、粘着剤層５０
と剥離シート５３０とからなる第１の接着層が、分離部５３１ｂ，５３１ｃによって、情
報表示部となる２本のスリット４１３ｂと２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲
まれた領域の被着体となる配送物２からの剥離を可能とする構造を有している。
【００８８】
　それにより、図１８（ｂ）に示すように、貼付票４１２のうち２本のスリット４１３ｂ
と２本のミシン目１４ｃとミシン目１４ｄとで囲まれた情報表示欄１２ａを含む領域が、
その一部が配送物２に残存することなく剥離シート５３０の分離部５３１ｂ，５３１ｃと
ともに配送物２から全て分離されることになる。
【００８９】
　配送物２から剥離されることで分離した貼付票４１２の分離領域は、複数のスリット４
１３ａが互いに交差することなく並行して貼付票４１２を横切るように形成されているた
め、スリット４１３ａに隣接する領域においては複数の領域が分離した状態となっている
ものの、全てのスリット４１３ａの一端が分離部４１５に当接していることで、図１９（
ａ）に示すように、一体となった状態となっている。
【００９０】
　また、剥離シート５３０から分離した分離部５３１ｂにおいても、複数のスリット４１
３ａが互いに交差することなく並行して分離部５３１ｂを横切るように形成されているた
め、スリット４１３ａに隣接する領域においては複数の領域が分離した状態となっている
ものの、全てのスリット４１３ａの一端が分離部５３１ｃに当接していることで、一体と
なった状態となっている。
【００９１】
　その後、ミシン目１４ｂを破断することで、分離部４１５を貼付票４１２の分離領域か
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離領域に含まれる配送情報表示欄１２ａがスリット４１３ａによって複数の領域に分離さ
れることになり、図１９（ｂ）に示すように、貼付票４１２の配送情報表示欄１２ａに表
示された配送情報１２ｃが分断されて認識困難なものとなり、情報の漏洩が回避されるこ
ととなる。
【００９２】
　このように、配送物２に貼着された貼付票４１２の配送情報表示欄１２ａを含む領域を
配送物２から剥離し、その後、貼付票４１２の分離領域から分離部４１５を分離すること
で、配送情報表示欄１２ａを含む領域が複数の領域に分離されることとなり、貼付票４１
２に表示された配送情報１２ｃを配送物２に貼着された状態から手間をかけずに分断して
情報の漏洩を回避できる。
【００９３】
　なお、上述した実施の形態においては、切り込み線としてスリットを例に挙げて説明し
たが、切り離し線と同様に、カット部とタイ部とからなる構成であってもよい。
【符号の説明】
【００９４】
　１，１０１，２０１，３０１，４０１，５０１　　配送ラベル
　２　　配送物
　１０，２１０，３１０，４１０　　伝票シート
　１１，４１１　　配達票
　１１ａ，１２ａ　　配送情報表示欄
　１１ｂ，１２ｂ　　剥離開始マーク
　１１ｃ，１２ｃ　　配送情報
　１２，２１２，３１２，４１２　　貼付票
　１３ａ，１３ｂ，１４ａ，２１３，３１３，４１３ａ，４１３ｂ，５３２ａ，５３２ｂ
　　スリット
　１４ｂ～１４ｄ，２１４ｂ，３１４ｂ　　ミシン目
　２０　　中間シート
　１５，２１５，３１５，４１５，５３１ａ，５３１ｂ，５３１ｃ　　分離部
　３０，５３０　　剥離シート
　４０，１４０　　擬似接着層
　４１　　接着剤層
　４２　　ニス層
　５０　　粘着剤層
　５１　　シリコン層
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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